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概要

現行の産業連関表 (基本表)に おける卸 。小売マージンの推計値は、日本の国民経済計算体系

(JSNA)で の商業生産額のベンチマーク推計値 となるとともに、商品別マージン率はコモデイ

テイフローヘと組み込まれ、」SNAの SUT表および GDPの測定精度に対 して直接 0間接に大き

な影響を持つ。本稿は、産業連関表のマージン推計 (現行推計)に おける諸課題を考察 し、一次

統計 として、また加工統計 としての精度改善への方向性を探ることを目的としている。

本稿では大きく、商業マージン総額および商品別マージン率の二つの課題について検討する。

第一にマージン総額 (商業生産額)に おいては、一定の前提のもとで試算を行 うと、2005年表で

は2。 5-13.4兆円、2011年表では29.9-39.5兆 円ほど過小である可能性が示唆される。商業部門の

影響は大きく、一国経済 としてみれば、現行の名目GDPが 2005年 で最大で3.2兆円 (現行 GDP

の0。6%)、 20H年で最大 10。 5兆円 (同 2。 1%)ほ ど過小であることを意味する。第二に商品別マー

ジン率の検討においては、現行推計の 「業種 (企業)マ ージン仮定」に基づ く間接推計法による

推計バイアスの可能性、および20H年表において基礎資料 とする「平成24年経済センサスー活動

調査」の10商品制約 (品 目別生産額)の問題について評価 している。
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はじめに

卸売 0小売は、家計および産業による消費段階のほとんどすべてにおいて派生的に需要される

サービスであり、その生産規模は一国経済において大きなシェアを占めている。卸売 0小売業の

国内生産額は、商品の販売額から仕入額を除いた粗 (グ ロス)マ ージン額によって定義される。

内閣府経済社会総合研究所 (ESR1 2016)に よる日本の国民経済計算 (JSNA)に よれば、2015年

の卸売 0小売業における国内生産額はH3。 9兆円 (卸売業62。6兆 円、小売業51。3兆円)であり、ま

た当該部門の相対的に高い付加価値率 (65%ほ ど)を反映して、一国全体の国内総生産 (GDP)
525兆円の14.0%(73。 6兆円)を生み出す国内最大級の経済活動部門である

l。

日本の卸売・小売業の GDPシ ェァは、主要国経済に比 しても大きなものである。米国商務省
経済分析局 (BEA)の 国民所得生産勘定 (NIPA)で は、卸売 0小売業の GDPシ ェァは2015年

においてH。9%で あり、日本の水準はそれを 2%ポイントほど上回っている。欧州経済 との比較
では、イギリスでは10。9%(英国国家統計局 ;ONS)、 製造業の GDPシ ェアが日本よりも大きな
ドイッでは9.8%(連邦統計局 ;FSO)で あるなど、日米両国の水準をも下回る

2。

図 1は 日米両
国の産業別生産性データに基づ く、1955年 から60年間の長期にわたる卸売 0小売業の GDPシ ェ
アの時系列推移を示 している

3。
日本の水準は相対的な変動は大きいけれども、1960年代半ばか

らは現在までほぼ同水準であるのに対 して、米国ではその水準が1970年代後半より緩やかに低下
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する傾向にある。GDPシ ェアにして 2%ポ イン トほどとなる現在の日米水準の乖離拡大は、

1990年代の日本経済の停滞期 とも重なっている。

集計レベルとして日本の卸売・小売業が主要国経済に比して 2-4%ポ イントほど大きな GDP

シェアを持つことは、日本での卸売 0小売名ロマージン率が相対的に高いことを示唆するもので

あるかもしれない。名ロマージン率 とは、販売額に対するマージン額の比率 として定義され、商

品や事業所別に測定される。1980年代後半、日米間における貿易不均衡是正を目的として日米構

造協議が開催され、流通分野においては大規模小売店舗法の規制緩和が議論されている。その背

景には日本の流通における非効率性の指摘があり、その検証のため卸売 0小売マージン率の日米

比較がおこなわれてきた。こうした国際比較は、測定における概念やカバレッジの相違、データ

の推計精度、あるいはサービスの質的な相違など、さまざまな議論を導 くものとなっている。

当時の通商産業省 (1988)は、日米両国の産業連関表に基づき商業マージン率を比較 し、1981

年時点では日本のマージン率は米国よりも10%ポ イント小さい (米国39。4%、 日本29。8%)と した。

この政府試算に対 し、西村 0坪内 (1990a)は 、日米両国におけるベンチマーク産業連関表の概

念差を調整することによつては、家計消費における商業マージン率は日本の方が米国より大きい

としている (米国1977年35.7%、 日本1980年 36。8%01985年 38.6%)。 また長期の傾向としてみれば、

西村・坪内 (1990b)は 1965年からの20年間において、日本の商業マージン率は家計消費では

24。4%か ら35.1%へ 、民間総固定資本形成では10。7%か ら15。0%へ と上昇したと指摘 している。

他方、商業部門の一次統計調査に基づき日米のマージン率を推計 した ItO and Maruyama

(1992)で は、小売マージン率では日本がわずかに大きいものの (米国1982年25.9%に 対 し、日

本 1986年 27。0%)、 卸売マージン率ではむしろ日本が低 く (米国17.3%に 対 し、日本 14。0%)、 商

業マージンとして日本が大きいという傾向は見出せないとしている。

こうした先行研究には課題がある。第一に、Nishimura(1993)が指摘するように、商業統計

など統計調査に基づ く推計では流通における多段階性が考慮されていない。そこでは卸売マージ

ン率の分母 としてグロスの卸売販売総額が用いられてしまうため、ItO and Maruyama(1992)

では日本の推計値を相対的に過小評価 している。第二に、産業連関表でのマージン率に依存 した

日米比較では、産業連関における推計精度に依存 している。Nomura and Miyagawa(2015)は 、

2005年産業連関表では食料品などで小売マージン率が過小推計され、一国制約のもと他の商品に

おける過大推計をもたらしていることを指摘 している。日本の産業連関表での諸課題の詳細は本

稿で検討される。

第二に、先行研究は最も詳細な分類でも20ほ どの産業レベルでの比較であり、商品構成の相違

を反映するに十分に細分化された商品分類ではない。卸売や小売サービスの細分化は、両国にお

ける流通サ‐ビスの異質性を可能な限 り統御するために重要である。第四に、日本では (国内取

引に比 して)輸 出財ではマージン率 は小 さい ことが指摘 されて きたが (Nishimura 1993;

Nomura and Miyagawa 2015)、 さらに輸入財 と国内生産財 との間、あるいは電子商取引や自動

販売機などの異なる販売形態間でのマージン率の相違を評価することが、流通サービスにおける

品質の統御 として求められる。

こうした諸課題に対 し、野村・宮川 (2017)で は、1997年から2014年 までの4時点の商業統計
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調査 (経済産業省)の マイクロデータに基づき、詳細な商品分類ごとに卸売 0小売マージン率を

推計し、その日米比較から卸売・小売業における価格競争力の把握、と接近 している
4。

このような各国の状況や様々な先行研究を前提 とすれば、商業活動の統計的把握に関する論点
は、経済全体のマージン総額の把握に関する問題 と、商品別マージン率の推計精度に関する問題
の 2つに集約される。本稿では、産業連関表基本表における商業マージン額およびマージン率の

推計 (以下、現行推計)に関する諸課題を検討 したうえで、マージン額の推計精度を低下させる
要因を特定 し、推計バイアスの大きさを試算するとともに GDP水準への影響を推定する。また
商品別マージン率の観点からは、現行推計に対する代替的な推計 (以下、代替推計)と しておこ
なわれた野村 。宮川 (2017)に よる商品別マージン率 との比較検討を通じて、現行推計の精度改
善に向けた方向性を模索する。産業連関表 (基本表)に おけるマージン推計値は、日本の国民経
済計算体系 (JSNA)での商業生産額のベンチマーク推計値 となるとともに、商品別マージン率
はコモディティフローヘ と組み込まれることで、」sNAの供給使用表および GDPの測定精度に
対 して直接 0間接的に大きな影響を持つ。

以下では、第 2節において、現行推計の詳細について考察する。マージン推計は、統計調査に
よって直接的に観察される計数のみではなく、観察可能ではない対象の推計、あるいは重複や欠
落の調整など、統計専門家による幾重もの判断を経て構築される一連の推計プロセスでぁる。加
工統計としてのそうした性質は、諸外国でも同様である。多段階にわたる推計プロセスの複雑さ
から、産業連関表の総合解説編などにおいてもその推計方法の詳細は必ず しも明確に記述されて
いない。経済産業省における統計専門家へのヒアリングなどを通じて、そのプロセスを描写 しな
がら内在する諸課題へ と接近する。また日本では、「平成24年経済センサスー活動調査」 (以下、
経済センサス)が実施され、それは20H年基本表における商業マージンの従来の推計方法に対す
る一定の改善 とともに、後退をもたらしてぃる。本稿では、経済センサス実施以前 (2005年基本
表以前)と 、それ以後の現行方法 (20H年基本表)の相違を明示的に考察 している。

第 3節では、現行ベンチマーク推計におけるマージン総額を検討する。第 2節での検討を基盤
としながら、第 1に 商業統計や経済センサスなど統計調査 としての課題、そして第 2に加工統計
としての推計方法の課題から、商業生産額 としての現行推計値が過小であり、また20H年表では
経済センサスの利用によってその過小推計バイアスが拡大 している可能性を論 じる。第 4節では、
第 3節での過小推計バイアスによる影響 とは分離 して、商品別マージン率について現行推計の課
題を考察する。現行推計は事業所別マージン率推計からの供給表 (V表)展開によって商品別マー
ジン率を算定する間接推計法であるのに対 して、事業所間において商品別マージン率の同一性を
仮定 したもとでの直接推計 という代替的なアプローチ (野村・宮川 2017)に よる推計値 との相
違や時系列的な推移について検討する。第 5節は結びとする。

4 
野村 0宮川 (2017)Flil N:撃

号1211'Viγ 2警lwa(2015)に おいて2005年 日米購買力平価体系構築の文脈においてぉこなわれた商業マージン推計におけるフレームヮークの精緻化を図り、一次卸 (直卸・元卸)か ら什 入 カ ィ
~方
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~/  /Vノ 4同月以|し てP到 ソ、 ~~人劇J 、L旦羽J・ フ嘔すIJり から仕入れて二次卸や小売に販売する中間卸の存在、卸売・小売事業者の負担する貨物輸送コス ト、またさまざまな販売形態や販売方法の相違などが考慮されている。日米比較の部門数は、Ito and Maruyama(1990)では卸売12部門・小売 6部門、西村 0坪内 (199oa)で は15品 目であるに対して、野村・宮川 (2017)で は卸売H7品目・小売84品 目へ細分化されている。
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商業部門の測定は、一次統計から加工統計まで、多段階的な複雑な推計プロセスを要するが、

そうした精緻な推計体系は経済産業省における統計官を中心 として長期的に構築されてきた。他

方、現実の経済取引は、製造 と卸活動のシェア変化、OEM生産、eコ マースの拡大、ポイントバッ

ク制度など大きく変化 している。また事業所把握の困難性、回収率の低下など、統計調査 として

の環境変化もある。現在、日本の経済統計システム改革においても、ベンチマーク年における産

業連関体系の拡張、将来に向けたさらなる改善が重要な検討課題 となっている。商業部門の測定

においても、不断の批判的検討を通じ、一次統計 として、また加工統計 としての改善の方向を探

索することが必要であろう。本稿での第 3節や第 4節での批判的考察は、将来の推計精度改善ヘ

と結びつ くことを目的とした一試論である。

2口 現行推計とその課題

2.1 プロセスの概要

産業連関表基本表における商業部門は、2005年表以前は 「商業統計調査」、2011年表では 「平

成24年経済センサスー活動調査」を基礎資料 として推計されている。図 2は、2005年表における

現行推計法におけるプロセスの概略をまとめたものである (図中における項目番号は、本稿での

節に対応 している)。 マージン額は販売額 と仕入額の差分 として定義されるが、両調査 ともに記

入者負担の軽減のため、仕入額は企業単位の合計値に制約されている。こうした制約のため商品

別マージン額は直接観察されないことから、現行方法でははじめに業種別マージン額を推計 し

(2.2節 から2.4節 )、 その次に商品別への分割推計を行 う (2.5節 から2.6節)と いうように、大きく

二つのステージヘと分けられている。

第一のステージは、実際に利用可能な資料の制約から、複数のプロセスヘと分割される。商業
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統計および経済センサスの両調査 ともに、商品仕入額に関する調査は法人企業のみを対象 として

おり、すべての事業所の商業マージン額を直接的に把握することはできない。そのため、はじめ

に全商業事業所を対象 として業種別販売額を推計 し (2.2節 )、 法人企業に限った商品販売額およ

び商品仕入額より求められる業種別商業マージン率 (2。 3節)を 乗ずることによって、個人企業

を含んだすべての業種別商業マージン額を推計する (2。4節)と いうプロセスとなる。 この業種

別商業マージン額に、基礎資料におけるカバレッジの補正や産業分類上の調整を行い、集計され

た卸売業および小売業それぞれのマージン額が産業連関表における卸売部門および小売部門の国

内生産額 となる
5。

第ニステージでは、業種別商業マージン額を商品別マージン額へ と変換 し (2.5節 )さ らに各

産業連関表のすべての取引において発生するマージン額 として展開したマージンマ トリックスを

推計 (2。6節)す るプロセスヘと分割される。なお2005年表以前では、産業連関表の推計時点 (2000

年、2005年 など)と 商業統計の調査時点 (1997年、2002年 など)が一致 しないため、商業動態統
計や法人企業統計を使用 した販売額およびマージン率の延長推計が行われていた。20H年表の推
計では、経済センサスの実施により調査時点の相違は解消されたものの、他方では経済センサス
における金額回答率の低下や調査事項の簡素化 (商業事業所の商品別販売額は上位 10品 目のみ)

により、商業販売額やマージン額の推計精度を低下させる要因ともなっている。以下では、各プ
ロセスの詳細 とその課題について考察する。

2口2 業種別販売額

商業統計の調査年は産業連関表の作成年 とは一致 していないため、延長推計を行わざるをえな
いことが課題 となっている。2005年産業連関表では、 (1)式 のように2002年 の商業統計におけ
る業種別販売額を、商業動態統計に基づいて2005年値へと延長推計 している。

(1)〃5=ィ2.ザ5/02 (ノ
=1′ づ̈)

ここで、ィ
2は

2002年 の商業統計における第ノ業種の販売額であり
6、

2。 4節で後述するように
卸売 0小売部門として商業統計と産業連関表のカバレッジ相違に対する補正を後に行 うものに関
しては、販売額から既に控除されている。ザ

5/02は
商業動態統計の月次統計より得 られる2002年

から2005年 までの第ノ業種の販売額の変化率 (金額指数)で あり、〃
5は

推計される2005年 の第
ノ業種の販売額推計値である。ここでの業種別販売額は事業所ベースでの業種格付けに基づ くが、
Jは商業動態統計における業種数であり、2002時点では、卸売業について 3桁 レベル (16業種 )、

小売業について 2桁 レベル (6業種)に 区分される。商業統計では4桁 レベル (卸売78業種、小
売64業種)で調査されているが、商業動態統計における粗い業種分類に合わせて延長推計せざる
をえないことは、誤差を生 じさせる源泉のひとつとなっている。

: 蕎峯れ罫羹馨軍言彗重 には自企業内取引 (本支店間移動)が含まれているが、マージン率を求めス は ,ァ 席 mキ フ 汗 1人 平 ⌒ 一 同 ′:‐
一

、 ヽ ヽ・ ―   ‐ ヽる際に使用する法人企業の商品仕入額および商品販売額には自企業内取引が含まれていない。芝こ碁F事業与における本支店間移動割合を用いて求めた自企業内販売額を、販売総額から差 し引くことによって、自企業内取引を含まないイ
2を

計算している。
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2011年表では推計の基礎データとして同時点の経済センサスが使用されることとなり、このよ

うな延長推計を行 う必要はないが、商業動態統計に基づ く2005年表までのこうした延長推計は測

定誤差をもたらすかもしれない。その影響評価のため、商業統計調査より得 られる卸売および小

売それぞれの2002年 の商品販売額をベンチマークとして、商業動態統計を用いて2007年 まで毎年

延長推計した結果 と、2007年 の商業統計調査における商品販売額を比較 したものが図 3で ある
7。

139

138

137

136

135

134

133

132  -´ ・ .´  ヽ‐ …́…・́―́～  ―  ́…  ́.‐  4‐ ´́ ‐́

４４０

４３５

４３０

４２５

４２０

４‐５

４‐０

４０５

４００

３９５

2002     2003     2004     2005     2006

中 商業統計 ・・・・・・延長推計値

図3:卸売・小売販売額の延長推計による影響評価

2002年から2007年 にかけての商業統計における商品販売額は卸売・小売のそれぞれでほぼ横ば

いであるのに対 し、商業動態統計に基づ く商業販売額はいずれも増加傾向にある。そのため2007

年では、卸売において25.3兆 円、小売において3。 6兆円ほど延長推計値が上回る結果 となっている。

それは商業部門の付加価値額 としてみれば、一国の GDPの 3%近 く (15兆円強)の過大推計を

導 くバイアスとなる。表 1は、業種別の延長推計結果を2007年 の商業統計調査 と比較 している。

この期間では、小売よりも卸売において乖離が大きく、鉱物・金属材料卸売では15%ほ ど過大 と

なり、逆に農畜産物 0水産物卸売では8%ほ ど過小である。業種別の誤差は、最終的には商品別

マージン率の誤差を生じさせる。図 3に みるように、基本表年次 となる2005年でも、こうした延

長推計による推計バイアスが存在 していた可能性が高い。

7 
産業連関表では商業動態統計月報のデータが使用されているが
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表 1:商業統計販売額の業種別延長推計

570        4,214         4,446       5.5%
243       12,427        12,487       0.5%
256       34,951        32,228      _7。 8%
)17       40,698        40,737       0。 1%
537       22,233        23,040       3.6%
241       22,971        24,678       7.4%
ζ63       58,921        67,636      14.8%
ι66       24,148        26,313       9。 o%
184       17,183        19,o26      1o。 7%
714       47,182        49,903       5.8%

109       11,381        12,666      11.3%
119        5,430         5,274      _2.9%

113       22,736        23,090       1。 6%
126       36,456        41,169      12.9%

177       1o,694        11,o30       3.1%

26      40,813        41,376       1.4%
19       15,701        15,919       1。 4%
65       51,845        54,305       4.7%

Jヽ売業合計 ∠型2    13L278    27%
※延長推計値は、商業動態統計の長期時系列データにより著者作成。なお 「再生資源卸売業」は産業≧苗 F_H三塾 ブ ンヽキ議Fさ曇歯 日日)ァ A↓ ニ ュ_、  し 、■上と二:=^『 ル 、 、 "´          _連関表では商業部門に含まれない姦皐萱粛重針ゝ基r漂 4,i花晉蒙二重F」蕊言:I〔i菌恙籍ラテ査における「家具・じゅう器・機
売業」 としている。

2。3 業種別商業マージン率

2005年表では、2002年 の商業統計より商業マージン率を推計 し、その結果を2005年値へと延長
推計するという二段階となる。はじめに、商業統計調査における2002年 の業種別商業マージン率
ず

2を
以下のように定義する。

(2)ず2=(ィ2*_モ o2*)/ィ2* (ノ
=1′ づ̈)

a a r, xfr* tJ & C yjor* i*.. それぞれ第ノ業種の法人企業の商品販売額および商品仕入額を表
している

8。
販売額は、当該事業所がその商品の販売 (転売)に よって実際に受領 した価格であり、

販売時点の価格評価による。産業連関表での現行推計における課題の第一は、販売額における貨
物輸送コス トが考慮されていないことでぁる。販売額の定義 としては、転売のために直接的に要
するすべての貨物輸送コス トを含むか、あるいはそれを除 く両者がありうる。実際の取引におい
て、販売先 となる商品の購入者が卸売。小売サービス購入 とは切 り離 して貨物輸送コス トを支払っ
ている場合は、販売額に運賃は含まれないことは自明である。その一方、販売元 となる事業所が
貨物輸送コス ト (市場サービスあるいは自家輸送)を負担 しているケースでは、卸売 。小売サー
ビスの中間投入コス トとしてその輸送 コス トを含めて販売額が観測されるだろう。UN(2009)
による SNA 2008で は、測定概念 としてもそのような計上を求めている (para.6.148c)。 しかし、
8個

船 業の球 に し

するとともに、法人企業のみの販売額についてもィ
2*と

表記 し、全事業ル
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実際の日本や米国での産業連関表・供給使用表においては、こうした貨物輸送コス トは卸売・小

売部門の生産額には含まれず、各消費段階における派生的な消費として卸売 0小売サービスおよ

び貨物輸送サービスはそれぞれ分離 して計上することが慣例であると考えられる
9。

日本の産業連関表ではこうした分離計上を行っているにも関わらず、商業統計での販売額では

対応する補正が行われていないことはマージン額や GDPを 過大推計させる。近似的な補正の試

みとして、野村 。宮川 (2017)で の代替推計では、販売額において貨物輸送コス トが含まれると

想定されるケースでは、販売額から一定割合を取 り除 く補正を行つている
10。

また小売の店頭販

売では小売業者の負担による輸送コス トが販売額に含まれるケースは少ないと考えられるが、そ

の他の販売形態において小売業者の負担による輸送コス トも存在すると想定 して、販売額から取

り除 くように補正 している
H。

現行推計における第二の課題は、仕入額における在庫調整である。観察される仕入額は、販売

された商品は期中に購入したものであるか、あるいは過去の会計期間に購入して在庫資産計上さ

れたものかもしれない。マージンの測定においては、その価格は販売時点において再取得 したと

したときの購入者価格によって評価されるべきである (SNA 2008、 para 6.146)12。 そのとき差分

(ィ
2*_号02*)は

、販売時の価格によって評価された商品別マージン額 として適切に定義される。

しかし (2)式 における仕入額号
°2*は

、商業統計における観察期間 1年間の商品仕入額であり、

在庫純増は考慮されていない。また産業連関表の推計では、転売時点の再取得価格による仕入額

の再評価も行われておらず、マージン額には商品仕入れ時から転売時までのキヤピタルゲインあ

るいはロスを含んだものとなっている。中間財や消費財などの流通在庫では影響が軽微であると

も考えられるが、耐久消費財や貴重品などの転売においては、価格変化の影響はマージンとして

の生産額の内として把握されてしまうことに留意が必要であろう
13。

「

耳 剃 鋪 市 聯 誰 辞 飴 螺 卿 瘍 議 報 i漱 ～ → ヽ 年 朴 刊 り ψ り t(ESRIお よ び BEA)に よ れ ば 、 卸 売 業 で は 名 ロ コ ス9 
日米両国の基準年投入表およびマ

トシェアとして旅客輸送サービスコス トは日本では20H年 6。3%(2005年 5。 7%、 2000年 5。6%:な お家計外消費

を経由する消費額推計値を含む)、 米国では2007年 3。6%であるのに対して、貨物輸送サービスコス トのシェア

は日本では上記 3時点とも0.2%(自 家輸送や家計外消費経由分を含む)、 米国では0.1%と ごくわずかである。

同様に、小売業においては、旅客輸送サービスコス トは日本では20H年3.8%(2005年 3.6%、 2000年 3.3%:家

計外消費を経由する消費額推計値を含む)、 米国では2007年 4.2%に対し、貨物輸送サービスコス トのシェアは

日本では0.2-0。3%(自家輸送や家計外消費経由分を含む)、 米国では0。 1%である。

10 
卸売の仕入額 と同様に、l。 5%を販売額の貨物輸送コス ト率であるとしている。販売先ごとでは、5。 国外 (輸

出)お よび 3。 小売業者への販売では販売額の100%、 2.卸業者への販売では80%、 4.産業用使用者 。そ

の他への販売では販売額の50%分 に対して、輸送コス トは卸売業者の負担であるとして、販売額から減じてい

る。 (1.本支店間移動では補正なし)。

H 20H年
基本表 より算定すると、家計消費向けの財貨における平均貨物輸送 コス ト率は2.1%(購入者価格か

ら貨物輸送 コス トを除いたものに対 して)で ある。分母には家計が店頭で購入する消費財が含まれるが、ここ

ではそれは財貨消費額のおよそ 8割 ほどであることを考慮 して、平均貨物輸送コス ト率を10%と みなしている。

そこには卸段階における輸送 コス トが含 まれるものであるから卸段階における3.0%を 控除 し、差分の7.0%を

小売段階における平均貨物輸送 コス ト率であるとした。小売の販売先ごとでは、 2.訪問販売および 5.自動

販売機での販売額の100%、 3。 通信 0カ タログ販売、 4.イ ンターネット販売での販売額の50%分 に対 して、

輸送 コス トは小売業者の負担であるとして販売額から減 じている (1.店頭販売、 6。 その他では補正なし)。

2000年 および2005年基本表においても大きな変化は見出せないため、商業統計の調査年次によらず固定 してい

る。
12 

仕入額が調査される法人事業所における仕入額は、企業外からの仕入れに限られるものであり、自企業内の

本支店間、支店相互間の振替移動をおこなった取引額は除かれている。産業連関表推計においても、本支店間

移動分は除いてマージン額の推計が行われている。
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第二に、仕入額における貨物輸送コス トも課題 となる。商業統計で観察される商品仕入額が、

仕入を行 う事業所の購入者価格による評価ではなく、その貨物輸送コス トはみずからの中間消費

となるケースが混在 していれば、差分 としてのマージン額を拡大させてしまうバイアスを持って

いる。現行の産業連関表では、こうした調整を行っておらず、野村 0宮川 (2017)で の代替推計

では、卸売業者では仕入額は輸送コス トを自己負担 (外部の運輸サービス購入あるいは自家輸送 )

するものが部分的に存在 していると仮定 し、仕入額の一定割合を上乗せ している
14。

代替推計は

仮定に基づ く近似であり、貨物輸送活動 との識別は、将来の商業統計 0経済センサスにおいて調

査されるべき事項である。

商業統計に基づき推計された2002年 の業種別マージン率は、2。 2節における業種別販売額 と同
様に、2005年値へと延長推計される。相違は補助系列 として 「法人企業統計」の年報が用いられ
ていることである。法人企業統計では、毎年度の売上高 と売上原価が調査されており、そこから
求められるマージン率の2002年から2005年 にかけての指数 ず

5/02を
用いて、2005年 の業種別商業

マージン率 ず
5が

推計される。

(3)ず5=ず2.ィ5/02(ノ
=1′ づ̈′た=″′R)

こうした延長推計には大きく二つの課題がある。第一に、法人企業統計では卸売業 と小売業の
2業種についてデータが公表されているのみであるため、 (3)式ではすべての卸売業種および
小売業種についてそれぞれ一律の補正係数 司F/°

2ぉ
ょびィ

5/02が
適用されている。また、法人企

業統計では企業全体の主たる生産活動に基づき産業格付けが行われているのに対 し、商業統計で
は事業所の産業格付けに基づ く。こぅした分類上の不整合は個別業種における変化を適切に反映
しないだろう。加えて、補助系列 として比率の指数を用いた比率の延長推計は、個別業種では大
きなバイアスをもたらすかもしれない。

第二に、法人企業統計におけるマージン率はデータの制約により (売上高―売上原価)/売上
高によって定義されており、商業統計におけるマージン率定義への近似を与えるに過ぎないこと
である。法人企業統計における売上高 と売上原価はともに、商業統計における商品販売額 と商品

Ю
劉 作 の商業統計調査か

売された商品の仕入額へと対応づけることが可能となっている。経済センサスでは、商品仕入額ではなく「商阜 志  降 屁ゴ鮎 , し ゃ、ム 書ロ フに fr日 1 ュ_ ン̂  一 ュヒー,r―― , ……  .ヽ _

:  [】誉i」il][「 ii::7]1  5 
「

 :

i:菫菫:II「
舞筆績:ふF孟蝠葦痣基翼甦畠糞涯ぎrなど主tE象言量墨冒与:蒐 2高属量糞亀[罠雹手

M 20H年
基本表より算定すると、産業向け (中 間消費および総固定資本形成)の財貨における平均貨物輸送コス ト率は3.0%(購入者価格から貨物輸送コス トを除いたものに対 して)でぁる。それはコモディティフローとしての卸売全体の貨物輸送コス トに相応することから、野村・宮川 (2017)で の代替推計ではその半分の 1。5%が仕入額における貨物輸送コス ト率であるとしている。卸売の仕入先ごとでは、 6.国外 (直接輸入)か らの仕入額の100%、 3.生産業者 (親会社)、 4。 生産業者 (そ の他 )、 5。 卸業者 。その他からの仕入額の50%分に対して、輸送コス トは卸業者の自己負担であるとして、仕入額に上乗せしている (1。 本支店間移動および2.自 店内製造では補正なし)。 2000年 および2005年 基本表においても当該比率はあまり大きな変化はないため、平均貨物輸送コス ト率は商業統計の調査年次によらず固定している。
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仕入額のカバレッジをそれぞれ上回る
15。

たとぇば、企業が副業 として製造業を行っている場合、

売上高には製造 した製品の売上も含まれるため、副業 としての生産縮小は商業活動の実態に変化

がないとしても、マージン率に影響を与える (お そらく過小に評価するバイアスを持つ)か もし

れない。また、売上原価には製造原価が含まれるため、たとえば電力価格の上昇によってはマー

ジン率が過小に評価されるバイアスを持つだろう。

法人企業統計を用いた延長推計による影響の検討のため、商業統計調査より得られる卸売およ

び小売それぞれの2002年 のマージン率に基づき法人企業統計を用いて2007年 まで延長推計した結

果 と2007年 の商業統計調査におけるマージン率を比較 したものが図 4で ある
16。 2002年 から2007

年にかけて商業統計におけるマージン率はいずれも微減であるものの、法人企業統計より得られ

るマージン率の低下幅はそれを上回るため、2007年 では卸売で 1。7%ポイント、小売で2.7%ポイ

ントほど延長推計値が商業統計調査を下回る結果 となっている。

卸売
小 売

22%

20%

18%

16%

14%

12%

10%

_よi拡 ilii:    :    :llil11.,十 =11111メ
1:彎

16.9°/o

2002     2003     2004     2005     2006     2007

24.9%

2002     2003     2004     2005     2006     2007

■ 商業統計 ・・…6・ 延長推計値

30%
29%
28%
27%
26%
25%
24%
23%
22%

図4:卸売 0小売マージン率の延長推計による影響評価

こうしたマージン率の延長推計によるバイアスに加え、卸売業 0小売業それぞれの販売額の延

長推計値 (2。 2節での図 3お よび表 1)と の総合効果をみたものが表 2で ある。販売額 とマージ

ン率の二つの延長推計値を乗ずることで、延長推計値 としての卸売・小売マージン額を求めてい

る。商業全体では、延長推計による2007年 のマージン額は、同年の商業統計による推計値を5.5

兆円下回る過小推計 となる。販売額の過大推計 とマージン率の過小推計 とが相殺 したことで、乖

離幅は縮i小 している。

15 
法人企業統計において、2007年 度の卸売業および小売業の売上高は432兆 円、165兆円であるのに対し、2007

年の商業統計の年間商品販売額 (法人企業のみ)では340兆 円、120兆円といずれも商業統計を上回つている。

一方、法人企業統計の2007年 度の売上原価は卸売業、小売業それぞれ385兆 円、121兆円であるのに対し、商業

統計の年間商品仕入額では280兆 円、87兆円と、商業統計を大きく上回る。

16 
法人企業統計調査は、暦年ではなく年度の調査であるが、本推計では年度と暦年の調整を行つていないため、

産業連関表における推計結果と完全に一致しない。

-33-

『経済統計研究』第45巻III号, 経済産業統計協会（2017年12月）



表 2:2007年延長推計値と商業統計の比較

o商 業統計

卸売

小売

合計

409,973

134,705

544,679

0.186

0.276

0.208

76,155

37,209

113,364

(b)延 長推計

卸売

小売

合計

435,236

138,278

573,514

0。 169

0。249

0。 188

73,432

34,399

107,831

(b‐ a)差分

単位 :10億円 (販売額およびマージン額 )。

※商業統計、商業動態統計、法人企業統計より著者作成。

こうした検討によれば、2005年産業連関表においても、商業生産額およびそれ以降の年次推計
値を過小に評価 していた可能性が高い。2005年産業連関表の推計値に基づ く2005年基準 JSNA
(2015年 12月 公表)と 、20H年産業連関表に基づ く新 しい2011年基準 JSNA(2016年 12月 公表 )

において、卸売・小売の生産額を比較 したものが図 5である。小売ではあまり大きな改訂ではな
いものの、卸売では2005年 1。 7兆円、2007年 2.2兆 円、2013年 5。 6兆 円、2014年 4.3兆 円と、」SNAで
は大幅な上方修正が行われている。ここで検討 してきた商業生産額の推計における延長推計手法
が、JSNA(2005年 基準)に おけるベンチマーク推計また年次推計 として GDPを 過小推計させ
てきた一要因であると考えられる。なお20H年表では、同年次に経済センサスが実施されたため、
延長推計の必要はな くなっている。 しかしGDPの年次推計においては、従来 とほぼ同様の延長
推計が行われており (内閣府経済社会総合研究所 2017)、 中間年の商業マージン額推計の精度向
上は今度の課題 として残されている

17。

卸売

小売

合計

25,263

3,572

28,835

-0.017

…0.027

‐0.020

‐2,723

‐2,810

‐5,533

３５

３ ０

２５

２０

５０

４０

３０

２０

Ю

０

_驚 _.型11■昼豊IttN▲ __`29工年12月 公養)_´ …… ´… _

0‐ 静‐2005年基準JSNA(2015年 12月 公表)

1994    1997   2000   2003    2006   2009   2012   2015

図 5:JSNAにおける卸売

15   -‐ …  ́  ́… _́´ _  ́ …_ … ………́ ―́一―一 …́…・― ‐…………‐‐

10   -´―― ‐ 一__´ …   ́_   _^´  _  ´́ ._´ __一一 ‐‐ ´́…Ⅲ ´́一  ‐

5  鷲́ -191_■番fIゃヽ 、_9916年 12月 公表)

―““-2005年基準JSNA(2015年 12月 公表 )

0  ‐‐  ・‐ ‐一_    ^    _… _.._‐ …‐‐ ‐‐ _́ …… ". ´
1994    1997   2000   2003    2006   2009   2012   2015

小売マージン生産額の改訂

2.4 業種別商業マージン額

2005年表では、業種別販売額 〃
5(2。

2節 )と 業種別商業マージン率 ず
5(2。

3節)に より、第 j

業種の商業マージン額の一次推計値が求められる。

r 
統計改革推進会議 (2017)に

曹ビ
て

,〕 午缶?事本了
―ジン額の把握に向けた一次統計整備の必要性が指摘され、経済産業省および総務省において検討が進められている。

卸売
小売
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(4)暉5=ず 5.〃5 (ノ
=1′ づ̈)

延長推計値である右辺の 2変数の基準はともに2002年商業統計であるが、2。 3節 のマージン率

は企業の本社事業所における産業格付けに基づ くが、2。 2節の販売額推計は事業所ベースであり、

両変数の産業格付け対象には乖離がある。本社事業所が卸売業であり、支社が小売業であるよう

なケースでは、マージン率推計においてすべてのマージン額が卸売業に含まれ、販売額推計にお

ける産業格付けとは岨齢が生 じているであろう
18。

また20H年表では、経済センサスより得 られ

る卸売業および小売業の販売額に、全産業の複数事業所企業および商業部門の単一事業所企業の

法人組織における年間商品販売額および商品売上原価より求められるマージン率を乗ずることに

よって、商業マージン額の一次推計値を求めている
19。

産業連関表では、こうした商業統計あるいは経済センサスに基づ く一次推計値に対 して、商業

活動ではないにも関わらず商業統計および経済センサスの商業部門調査の対象 となっている業種

における商業マージン額の控除や、商業活動であるにも関わらず商業統計および経済センサスの

商業部門調査の対象 となっていない業種の商業マージン額の加算を行つている。

控除調整を行 うものは、第一に産業連関表の部門分類への適合を目的とした調整がある。商業

統計調査において調剤薬局は 「医療品 0化粧品小売業」に含まれているものの、産業連関表にお

いては医療部門に含まれている。しかし日本標準産業分類および国際標準産業分類のいずれにお

いても調剤薬局は小売業に含まれていることから、これは日本の産業連関表独自のルールである。

また商業統計調査における「再生資源卸売業」は、産業連関表においては再生資源回収 0加工処

理業に含まれるため、これらのマージン額を控除している。再生資源卸売業の中でも、加工を行わ

ず、再生資源の流通のみを行つている事業所の活動は、本来であれば商業部門に含まれるべきも

のであるが、これもまた産業連関表独自のルールである。「再生資源卸売業」は JSNAに おいては

あらためて商業活動へと格付けられており、産業連関表 と」SNAの不一致の要因となっている。

第二に、商業統計調査では製造業企業の卸売事業所の販売額が含まれているが、産業連関表での

概念では、自社製品の販売においてはそこで付加されるマージン額は生産者価格 (工場出荷価格 )

の内数に含まれると定義づけられているため、産業連関表 として製造業企業の卸売事業所で発生

するマージン額全体を控除している。しかし本来、産業連関表の概念への対応から控除すべき対

象は国内同一企業内で生産された製品のマージン額に限られ、事業所 として自社製品の卸売 とと

もに他社製品の卸売 (転売)を行 う場合には、後者は控除されるべきではない。こうした加工統

計 としての現行の調整手法は問題を抱えていると考えられ、第 3節において数量的な評価を行 う。

加算調整を行 うものは、農業協同組合、パン0菓子および料理品等の製造小売業、仲立手数料、

本の販売額や仕入額を各事業所の業種18 
本社事業所 と支社・支店を名寄せすることによって、理論上は企業全f

ごとに案分することも可能であるが、2007年 以前の商業統計調査では名寄せするための企業コードが設定され

ていなかつたため、このような問題が発生している。なお、経済センサスおよび2014年 商業統計調査では、全

ての事業所に企業コー ドが割 り振 られたため名寄せが可能 となっている。

19 ここでの推計では、個人企業について法人企業 と同様のマージン率を適用 していることになる。実際には、

た とえ同一の業種であつたとしても個人企業 と法人企業でマージン率が異なっている可能性 もあるが、商業統

計調査では個人企業について仕入額を一切調査 していないため、現時点でこれを検証することはできない。個

人企業の商業マージン率を把握することは、今後の課題の1つ である。
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食糧管理・アルコール専売事業特別会計、事業団等による商業活動、日本スポーッ振興センター

からの学校給食用脱脂粉乳の供給分、副業 として行われている商業活動がある
20。

このうち農業

協同組合については、一部事業所が商業統計調査の対象 となっているため、それらを一旦控除し

た後に、別途推計された農業協同組合全体の商業マージン額が加算される。また製造小売業につ

いては、その活動を製造業 と小売業 とに分割 した上で、別途推計 した小売業のマージン額のみを

加算 している。

副業 として行われている商業活動については、2005年表ではサービス業基本統計調査より得 ら
れるサービス業が行 う商業活動の販売額に卸売マージン率、小売マージン率を乗じてマージン額
を推計している。従って、製造業や建設業等のサービス業以外に格付けられる事業所が行 う商業
活動は把握されておらず、またサービス業が行 う商業活動についても、販売される商品の種類ま
では把握できていない。これに対 して20H年表では、経済センサスによってすべての事業所が副
業 として行 う商業活動が把握されているため、副業に関 しては推計精度が向上 したとぃえるが、
販売する商品の種類は把握されていない。

2.5 商品別マージン額

前節までに求められた事業所別マージン額に基づき、本節では第二のステージとして商品への
分割を行 う。はじめに、2005年表における推計方法を整理する。商業統計では、すべての事業所
について商品別販売額が詳細に調査されているため、表 3の ように商品販売額について業種 ×

商品別マ トリックスが得 られる。

表3:業種 X商品別販売額マトリックス

業種

4911(第 1業種) J業種) 合計
50Hl(第 1商品) Σブイチ

瑠

‥
　
瑠

イ

χ
9多

χ野

商品

Σノχ野
Σ:Σノχβ多

ここで Xダ は、2002年商業統計調査における第ノ業種が販売する第 J商品の販売額を表 してい
る。表頭の4桁の数字は商業統計における業種細分類に対応 しており、表側の 5桁の数字が商業
統計における商品分類に対応 している。2002年 の商業統計では、商業全体で142業種分類、191商
品分類が設定されている。業種ごとに販売額の商品別構成比を利用 して、 (5)式 のように2005
年時点の業種別・商品別マージン額を推計している

21。

20 
これらマージン額の控                                   

―21 
商業統計の商品分類では、同一の商品であっても卸売 と小売の 2種類に区分されているため、ここで推計される商品別マージン額 も、 1つの商品について卸売マージン額 と小売 ら

｀
浮13ラ憂あ L蓬装ふ染透 :九曹IEになる。

※著者作成。
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(5)ルギ=(χギ/Σ jχr)× ″β
5  (j=1′ …′r′ ノ=1′ …′ノ)

″ギの商品ごとの集計値によって商品別マージン額 ″P5が算定される。

業種別のマージン額を商品別販売額シェアによつて案分するという (5)式 の方法は、「同一

業種であればどのような商品を販売 していてもその商品間でマージン率は一定である」 という仮

定をおいて商品別マージン額を計算 していることを意味している。以下では、産業技術仮定 と類

似的に 「業種マージン仮定」 と呼ぶ。商品別マージン額の推計精度の観点から、このような仮定

の正当性は実証的に検討されるべき課題である。またχFは 2002年 の商業統計より得 られる販売

額であるが、 ここでは特に2005年値への延長推計は行われず、各業種が販売する商品の割合は

2002年から一定であることを仮定 している。統計資料の不足から業種別・商品別に延長推計を行

うことは困難であるための措置ではあるが、これも商品別マージン額の推計精度を低下させる要

因であろう。

20H年表では、2005年表以前 と異なる手法が採 られている。20H年表推計では、経済センサス

の事業所の個票データを用いて企業×商品別の販売額マ トリックスが作成される。これは、表

3に おける業種 (各列)が個別の企業に入れ替えられたものであり、各企業が販売する商品の種

類 と金額を表章 している。この企業ごとの販売額の商品別構成比に基づいて企業のマージン額を

案分することによって企業 ×商品別のマージン額マ トリックスを計算 し、それを商品ごとに集

計 したものが商品別マージン額 ″l・ となる。

このような手法は、「同一企業であればどのような商品を販売 していてもマージン率は一定で

ある」 という仮定に基づいて商品別マージン額を計算 していることを意味している。業種マージ

ン仮定に対 して、ここではその仮定を 「企業マージン仮定」 と呼ぶ。経済センサスでは、調査票

の簡素化により、各事業所は卸売か小売のいずれかについて販売額の多い順に上位10品 目のみの

商品別販売額を回答 している。従って、11品 目以降の商品別販売額に関する情報が欠落 しており、

とくに大規模な商社や百貨店等、数多 くの商品を販売 している事業所においては、主要ではない

商品におけるマージン率の推計結果に影響を与えていた可能性がある。大規模事業者において主

要ではない商品としても、その商品の市場規模からみて大きな影響をもたらしうる。第 4節では、

産業連関表推計 と代替推計の結果比較を通じてこうした影響について検討する。

以上のように商品別マージン額ρP5ぉ ょび″11が算定されるが、ここで得られる商品別とは

商業統計調査における品目であり、産業連関表の基本分類ほど詳細ではない。そのため産業連関

表における部門別国内需要額の比率を用いて″P5を分割し、産業連関表の行部門別卸売・小売

マージン額″″ (た =卸売 (の あるいは小売 (R))を作成する22。 表4は、″P5を産業連関表

行部門ごとに分割する際のイメージを表 したものである。商業統計調査における品目の中には、

「他の化学製品卸売」のように一品目のみで産業連関表の基本分類の50ほ どの生産物をカバーし

ているような分類もあり、これら50の商品について等 しいマージン率が適用されてしまう。

22 
脚注21で も述べたように、商業統計の商品分類では同一商品について卸売と小売が区分されているため、産

業連関表においても1つ の商品 (行部門)について卸売マージン額 と小売マージン額を区分して推計すること

ができる。
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表4:商業統計―産業連関表コンバータのイメージ

商業統計 産業連関表

部 門 マージン額 部 門

0000001

0000002

0000003

0000004

0000005

国内需要額 マージン額

50111 ″f5
Dl

D2

D3

D4

D5

fri?, - fr|, . Dr/ (h * Dz)

腐」多=ff5.D2/(Dl+D2)

50112 ″′5

※著者作成。

業種マージン仮定および企業マージン仮定に共通 して、産業連関表における商品別マージン率
は業種別推計値を経由することから、国産品と輸入品とのマージン率の相違、あるいは国内向け
と輸出向けにおけるマージン率も区別されていないことは推計精度 として大きな問題である。産
業連関表におけるマージン推計は、商業部門における生産額推計 としての役割に加え、コモディ
テイフローや価格評価定義を明確にするための商品別マージン率推計 としての意義がある。グ
ローバル化の深化による影響を適切に評価するためにも、輸出入品のマージン率を識別すること
の重要性は高まっている。

2.6 商業マージンマ トリックス

産業連関表の各取引において発生する卸売 0小売マージンそれぞれの商業マージンマ トリック
スを作成するために、前項で推計された行別 (品 目別)マ ージン額をその品目の取引セル別に配
分する必要がある。取引の中には、商業マージンを伴わないものもあるため

23、

セル毎に商業マー
ジンの対象 となる取引か判断する必要がある。各取引においてマージンがかからない取引の比率
を非対象率 Sげたとして定義 し、次式のように各取引に含まれる商業マージン額および小売マージ
ン額を決定 している。

(6)J覗乱=″″・(1-Sげた〉穐ノΣノ(1-sげた)χιノ

ここで為ノは、産業連関表における第 J行 と第ノ行の取引金額 (生産者価格評価)を表 している。
f*は産業連関表における行部門数、J*は産業連関表における列部門数である。Sげたが、産業連関
表における各セルの非対象率であり、Sりた=0の場合はその取引のすべてに商業マージンがかか
ることを、Sげた=1の場合はその取引では商業マージンがゼロであることを意味 している。以上
のような方法で、産業連関表上のすべての取引について、それぞれに含まれる卸売・小売マージ
ン額が推計される。

ここでの推計結果は一次試算値であり、産業連関表における全体の計数調整過程を通じて、品
目別商業マージン額も調整される。具体的な例 としては、農林水産業の品目別マージン率につい
て商業統計以外のデータに基づいた見直 しが行われ、結果 としてマージン率が引き下げられれば
当該品目の商業マージン額も減少される。その一方、商業部門全体の国内生産額 (マ ージン総額 )

23 
例えば、事業所内や企業丙

21,|にな}:て
は商率

マージンが発生せず、また産業向けの取引であれば小売マ :ヽ三

ジンが発生しないなど、取引の形態や販売先、販売方法に応じてマージン率は異なっている。

″」み=′θ
5.D3/(D3+D4+D5)

″I多 =″θ
5.D4/(D3+D4+D5)

腐:多 =7夕5.D5/(D3+D4+D5)
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は不変であるため、農林水産品以外の品目でのマージン額およびマージン率が引き上げられるこ

とになる。このように各種品目についてのマージン率見直 しとマージン額変更、およびその影響

を受けたその他品目のマージン額の変更を繰 り返 した結果 として、最終的なマージンマ トリック

スが完成される。

3.商業マージン総額の検討

本節ではマージン総額 (商業部門生産額)推計値 としての視点から、前節で考察 した現行推計に

おける諸課題に対応 した計数的な検討を行 う。現行推計における推計バイアスヘと接近するため

の一試算値 として、2005年表および20H年表のそれぞれにおいて、要因ごとの推計バイアスの算定

をおこなったものが表 5である。そこでは、大きく商業統計や経済センサスなど統計調査に基づ

く要因 (「 1.統計調査による要因」)と 、その統計調査結果に基づ く加工統計 としての推計手法

に基づ く要因 (「 2。 推計手法による要因」)と に分けている。なお試算は利用可能な資料に基づ

く一定の仮定のもとでの算定値であり、その概要は表 5に あるが詳細はA.補論を参照されたい。

はじめに、「 1。 統計調査による要因」に基づ く過小推計バイアスの可能性 としては、総額 と

して2005年表では6.4兆円から8。 2兆円、20H年表では29。 6兆円から36.7兆 円と試算されている。そ

の内訳は、「1-1調査票未回収」、「1-2販売額未記入」、「1-3副業 として行われる商業活動」

の 3つ による。2005年表では、商業統計調査における調査票の未回収率および (回収された調査

票における)販売額の未記入率も小さいため、補正 としての試算値によれば、それぞれ 「1-1

調査票未回収」要因により2.l-3.0兆 円、「1-2販売額未記入」要因により0。6-0.9兆円ほどの

商業生産額全体 としての過小推計の可能性を示 している。補正率は小さいが、当該部門のサイズ

を反映して推計バイアスは無視できない大きさである。2005年表における最大の課題は、副業 と

しての商業生産はサービス業が行 うものに限られていたため、製造業のおこなう副業 としての商

業ではおよそ3.7-4.3兆 円ものマージン額が欠落 していることである。20H年表では、経済セン

サス活動調査によってすべての産業が副業 として行 う商業活動について調査されたことから、「 1

-3副業 として行われる商業活動」に起因する生産額推計バイアスの問題は解消されている。こ

うした20H年表 とのカバレッジの相違に基づ く2005年推計値に対する補正は、」SNAに おける遡

及推計の対象 として不可欠である。

20H年表では、「1-3副業 として行われる商業活動」による推計誤差は解消されるのもの、

過小推計バイアスの可能性はむしろ拡大 している。それは商業統計から経済センサスヘと移行す

る中で、調査票の回収率および販売額の金額記入率が大幅に低下 したことによる。2011年表の作

表においては、経済センサスにおける回収率の低下や未記入を反映して、新たに生産額の母集団

推計を行った産業もある
24。

商業部門はそうした補完は実施されていないが、今後の重要な検討

24 
総務省 (2009)で は、経済センサスにおいて従業者数が把握されているものの売上高の一部が未把握である

部門について、従業者数比率による売上高の補完を行つたことが示されている。実際に、20H年表において宿

泊業の国内生産額は4.6兆円、飲食サービスの国内生産額は25.3兆円であつたのに対し、経済センサスにおける

事業活動別売上高をみれば、宿泊は3.3兆 円、飲食サービスは16。 7兆円となっており、売上高未把握分が加算さ

れている。
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表 5:現行推計における推計バイアス試算

2005年表 2011年表

1統計調査による要因
1‐1調査票未回収

1¨2販売額未記入   o。 6～

(0.4～

1-3副 業として行わ  3.7～
れる商業活動   (3.4～

推計手法

最小  最大

2.1～  3.O H19商 業統計調査における回収率 (調査票
(1。 2～  1.9)回 収数/調査対象事業所数)96.4%お よび

H14019商業統計調査の商品販売額等に基
づき、最大ケースでは従業者数99人以下、
最少ケースでは従業者数29人以下の事業所
にのみ未回収が発生したと仮定して推計し
た。業種別・規模別の未回収発生率が不明
であつたため、このような仮定をおいてい
る。

業種別・規模別の回収率が不明であったた
め、平成24年経済センサス活動調査全体の
回収率89%(う ち直轄調査92%、 調査員調
査88%)に基づき、最大ケースでは従業者
数30人以上の事業所の回収率を92%、 従業
者数29人 以下の事業所の回収率を88%と 仮
定して推計した。最小ケースでは29人以下
のみに未回収が出現すると仮定し、回収率
を89%と して推計した。業種別には、1-2

で用いた未回答出現率を利用して2桁業種
別の未回収率を推定している。

H24経済センサス活動調査における2桁業
種別・従業者規模別 (卸売10区分、小売8

区分)の未記入率に基づき、H19・ H26商
業統計2桁業種別マージン率より求めた
20H年線形補完値を用いた最大ケースと、
H26商業統計調査2桁業種別マージン率を
用いた最小ケースを推計した。未記入率

:讐言言7]I][言 ::]富 ][言:言

肇詈肴雪写ス憲冠徴卜を房雰菅墓倉t喜苦
る。
H24経済センサス活動調査では副業を調査
しており、これに基づいて産業連関表が推
計されているため推計誤差は0と した。

マージン
過小額

マージン
過小額

最小  最大

推計手法

0。 9 H19商 業統計調査における記入率 (有効回
0.5)答事業所数/調査票回収数)98.9%、 およ

びH14・ 19商業統計調査の商品販売額等に
基づき、最大ケースでは従業者数99人以
下、最少ケースでは従業者数29人 以下の事

[::「:「:「
書雷]倉F詈力[:菫信

7.1～  12.3

(4.3～  7.9)

22.5～ 24.4

(11.8～ 13.7)

0.0

(0.0)

4。 3 H24経 済センサス活動調査において商業お
3.7)よ びサービス業以外が副業として行ってい

る商業販売額の割合に基づき、H140H19

胃煮璽ξ暮翼奮窪贅蓮雲肇墾畠どこ
=ご

そ霞
を

サービス業の行 う副業が含まれているた

小計 (a) 6。 4～  8.2

(5.0～  6.1)
29.6～

(16。 1～

36.7

21.6)

2推計手法による要因
2‐ 1延長推計 -4.5～  0.0

(‐6.8～  0.0)

2-2製造業の卸売事  o.6～  5。 2
業所の控除    (0。6～  5。 2)

商業動態統計・法人企業統計を用いたH14
商業統計の延長推計値と、H140H19商業
統計におけるマージン額の中間補間値の比
較を最大ケースと仮定した。 -4.5は 4.5兆
円過大だったことを意味する。最小ケース
は推計バイアスを0と した。

H17年産業連関表において控除された製造
業の卸売販売額分推定値52兆 円に基づき、

最介螢示,F贅〔8糞建臭璽羹壽卍鬼豚る
商業活動割合 (H19年工業統計調査におけ
る製造品出荷額と転売収入より計算。転売
収入はH19調査より加えられた項目である
ため。)を用いて商業活動分を推計した。

0.0 産業連関表と同時点のH24経済センサス活
(0.0)動 調査を推計に用いているため推計誤差は

0と した。

0。 3～  2.8

(0。 3～  2.8)
H24経済センサス販売額、H190H26商 業

雙啓岳霧獣見繁F議(製異経夏箕比薦烈夢

|[じF菖瀑季f][言雷[菫讐量軍暑[
ける商業活動割合 (H24経済センサスにお

讐晃15零言詈計
婆腎警斉需寺舎蟹喜藝雰

小計o) ‐4.0～

(…
6.2～

5。 2

5。 2)
0.3～

(0。 3～

2.8

2.8)

合計(c=a■b) 2.5～ 13.4

(‐
1.2～ 11.4)

29。 9～

(16.4～

39.5

24.4)

産業連関表マー
ジン総額(d)

104.5

(69.5)

117.9

80.9)

H%
14%)

91.9

(54。 6)

121.8～ 131.4

(71.0～ 79.1)

25%～ 30%
(23%～ 31%)

修正マージン総  lo7.0～
額(e=c+d)      (68.3～

現行推計値比   2%～
(d/c)       (_2%～

GDP過小分 1.8～  3.2

単位 :兆 円。※各計数における括弧内は卸売の内数。
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課題 として残されたままである。ここでの試算によれば過小推計幅は、「1-1調査票未回収」要

因によっては7.l-12。 3兆円、「1-2販売額未記入」要因によっては22.5-24。 4兆円となり、2005

年表に比して過小推計バイアス幅は「1.統計調査による要因」全体で 4倍以上に拡大 している。

なお、ここであげた 3要因以外にも、そもそも母集団名簿から漏れている事業所や、回答者が

何 らかの理:由 によって過小な金額を回答 しているケースも考えられる
25。

また、これまでのマー

ジン額推計では商品販売額のうち本支店間移動分を除去 してマージン額の推計が行われていた

が、卸売事業所が同企業内の製造業事業所や小売業事業所に商品を販売するケースなど、本支店

間移動であつてもマージンが発生する取引も存在することから、マージン額の過小幅は更に大き

い可能性もあることには留意されたい。

「2。 推計手法による要因」による過小推計の可能性 としては、総額 として2005年表では-4。0

兆円 (4。 0兆円の過大推計)か ら5.2兆円、20H年表では0.3兆円から2。 8兆円と試算されている。そ

の内訳は、「2-1延長推計による要因」 と「2-2製造業の卸売事業所の控除」の 2つ による。

2005年表の 「2-1延長推計」要因においては、 (延長推計における補助系列 として利用される)

法人企業統計における2002年から2005年 にかけての卸売マージン率が大きく上昇したことの影響

(図 4)を受けて、延長推計値が過本ともとれる方向へと振れた。そのためマージン過小額の最

小値はマイナス4。0兆円 (4。 0兆円の過大推計)と なっている
26。

法人企業統計の卸売部門マージ

ン率は2005年から2007年 にかけては急激に下落しており、2007年 の延長推計値は商業統計に比し

て過小となっている (表 2)27。 こぅした延長推計による推計バイアスは、同時点に実施される

経済センサスにより20H年表では解消されている。

「2-2製造業の卸売事業所の控除」では、製造業の卸売事業所における他社製品の卸売 (転売)

を推計している。本来それらは産業連関表における概念としても商業生産から控除されるべきで

はないが、現行推計ではそれを含めて控除されており、2005年 および2011年表ともに過小推計バ

イアスをもたらしている (2。4節 )。 自社製品と他社製品め識別は従来の調査票では困難である

が
28、

表 5お よびA.補論に示す仮定のもとでは2005年表では0.6-5.2兆 円、2011年表では0.3-2.8

兆円と試算されている。

―スや、意識的でな くとも、消費税込25 
例えば、インフオーマルな取引であるために虚偽の金額を書き込むケ・

みの金額 を回答すべきところに税抜 き金額 を回答す るといつたケースが考えられる。 日立総合計画研究所

(2008)に よれば、2007年 に実施した工業統計調査に関するアンケー ト調査の結果、本来は消費税込みの製造

品出荷額を回答すべきであるにも関わらず、57.1%の 事業所が税抜き金額を回答していた。事業所規模が大き

くなるほど税抜き回答の比率は高まることから、その金額面での影響は無視できない大きさである。宮川(2016)

は、このアンケー ト結果に基づき、製造業全体で製造品出荷額が約 9兆円 (製造業全体の2。8%)ほ ど過小推

計になっていると算定している。経済センサスでは、税込み金額を回答できない場合のチェツク欄が設けられ

たため消費税の扱いを識別できるが、以前の商業統計調査では、工業統計調査 と同様の問題が発生していた可

育L性 もある。
26 ここでの試算は、法人企業統計による延長推計値 と、H140H19商業統計調査より得られる商業マージン額

の2005年線形補間値の差分によるとする簡易な仮定に基づく。なお推計誤差最小ケースとしては、延長推計値

が真値であることを仮定して0と している。
27 なお、表 5で は「2-2製造業の卸売事業所の控除」要因を分離するため、「2-1延長推計」の推計誤差

の計算において製造業の卸売事業所の販売額分を除いてマージン額を求めているのに対し、表 2は製造業の卸

売事業所の販売額分を含めて計算を行つたものであるため、両者の金額をそのまま比較することはできない。

28 
平成26年調査票では事業の業態の中に 「主に同一企業の他の事業所で製造・加工した物品を卸売」と「主に

他企業の事業所 (下請け先も含む)で生産加工した物品を卸売」の項目があり、一定の識別が可能となっている。
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以上の総合により、商業部門の生産額における過小推計バイアスの幅は、2005年表で2.5-13.4

兆円、20H年表では29.9-39.5兆 円である。20H年 における最大39。 5兆 円という過小推計の幅は、

商業生産額における現行推計値の30%に相応する。それを一国経済のもとで評価 しよう。産業連

関表の作表プロセスからみれば、商業部門における国内生産額の拡大は、すべて当該部門の営業

余剰の増加のみではなく、ほぼ比例的に中間需要の拡大をもたらすと解することが適切であろう。

当該部門における付加価値率を適用すれば、26。2兆円の GDP増加 となり、経済活動別 GDPの推

計バイアスは大きい。これに対 して、商業マージンの増額分39。5兆円は20H年の経済体系ではそ
のうちの22.3兆 円が国内最終需要へ と配分され、残 りの17。 1兆円は中間消費される。それは市場
生産者では、各産業における付加価値 (営業余剰)の減少をもたらす。非市場産出のシェアを考
慮すると、およそ15。 7兆円が GDPの 間接的な減少要因となる。それらの総合効果 として、一国
経済での GDP拡大は10。5兆円 (=26。 2兆円-15。 7兆円)と なり、現行の名目GDPが20H年 は2。 1%
過小である可能性を示唆するものである。

同様な計算によれば、2005年 では名目GDPは最大 3。 2兆 円、現行推計値比で0.6%過小である
と評価される

29。
2005年表におけるバイアス要因はおもに2-2や 1-3に基づ くものであり、

過小推計である可能性は高いものと捉えられる。こうした商業部門における過小推計は両年次で
大きくことなることから、経済成長率への影響も大きい。2005年 から20H年 にかけて、現行推計
における名目GDPの年平均成長率はマイナスl.1%で あるが、本試算によれば最小・最大ケース
ともにマイナス0。 8%で あり、年率で0.2-0。 3ポ イン トほどの過小推計 という大きな影響を持つ。
名目GDPは、現行推計では524兆円から491兆 円まで 6年間において33兆円の減少である。これ
に対 し、ここでの試算 (最大ケース)に よれば527兆円から502兆円となり、減少幅は25兆円にま
で縮小する。

4.商品別マージン率の検討

商品別マージン率 としての現行推計の課題は以下のように整理される。第一は、業種マージン
仮定 (2005年表)あ るいは企業マージン仮定 (2011年表)の もとでの二段階アプローチによって、
商品別マージン額を推計 していることである (2.5節 )。 第二に、経済センサスでの調査は各事業
所の上位 10品 目のみの販売額に限られたことにより、2011年表ではこの制約されたデータに基づ
き商品別マージン額が推計されている。商業統計から経済センサスヘと基礎資料の変更に伴い、
いくつかの品目では2005年表から20H年表にかけてマージン率が大きく変化 している。第二の課
題は、輸入品と国産品、あるいは輸出向けと国内向けの商品別マージン率の相違である。産業連
関表では依然 としてこれらを区別 していない。第四に、産業連関表ではマージン率の推計におい
て、販売額および仕入額における貨物輸送コス トが考慮されていない (2.3節 )。

本節では、こうした問題に対する代替推計 として行われた野村 。宮川 (2017)で の推計値 と現
行推計値 との比較を通 じ、現行推計における課題を考察する。産業連関表における業種マージン
29 2005年

表での経済活 現行推計は商業部門で8。9兆円分の過小、商業
アスも大 きい。

兆円分の過大推計となり、部門別の推計バイ
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仮定 (2005年表以前)あ るいは企業マージン仮定 (20H年 表)に対して、代替推計では 「同一商

品であればどのような業種が販売 していてもマージン率は一定である」 とした仮定をおく。ここ

ではそれを 「商品マージン仮定」 と呼ぶ。また代替推計では、仕入先および販売先の相違によっ

て異なるマージン率が適用され、輸入品や輸出品におけるマージン率の差異も考慮されている。

貨物輸送コス トの問題は複雑であり、その解消のためには商業統計/経済センサスにおける調査

票を改訂せぎるをえないが、代替推計では近似的にその影響は緩和されている。

なお商品別マージン率 としての現行推計 との比較のため、第 3節で検討 した商業マージン総額

(商業生産額)と しての現行推計における過小推計の可能性 とは分離 している。よつて本節での

検討は、マージン総額の制約 として、卸売 0小売それぞれで商品合計マージン額が 」SNA(2011

年基準)に おける各時点のマージン総額に一致するよう、一定の比率で卸売。小売それぞれのマー

ジン額を商品間で調整 した上で代替推計値 とした
30。 ただし、2005年産業連関表自体のマージン

額 (商業生産額)は延長推計の影響を含んでいるが、20H年基準 」SNAの年次係数の利用により、

その意味での推計バイアスは是正されている
31。

代替推計 と現行推計 との商品別マージン率を比較 したものが表 6である。表の上段では産業向

けの卸売マージン率を、下段が家計向けの小売マージン率を表 している。なお。ここでは20分類

に統合 した結果を示している。両推計の時点が異なるため、そのままマージン率のレベルを比較

することはできないが、それぞれの推計における4時点の平均値および変動係数を求めたものが

(a)～ (d)夕 Jで あり、右端の 2列ではその差を計算 している。

平均値 として両推計の乖離幅が大きな部門として、卸売マージン率では4.繊維工業製品があ

る。測定期間内において現行推計では22-27%ほ どであるのに対 し、代替推計では26-33%と 水

準 として 5%ポ イントほど大きなものとなっている。一方、現行推計でも経済センサスに基づ く

20H年推計値では、代替推計値の水準へ と近づいている。商業統計を基礎資料 とする2005年 まで

の現行推計値が、代替推計を下回る要因について検討 しよう。表 7は平成14年 (2002年 )商業統

計表において、卸売に格付けられる法人企業の業種別商品仕入額、商品販売額、およびマージン

率を比較 している
32。

30 」sNA年次推計 (ESR1 2016)に より、卸売・小売の国内生産額よリコス ト商業を除いたものを利用した。

ただし商品別消費額の延長推計値は生産者価格評価によつており (基本表におけるマージン率に依存すること

を避けるため)、 最終的に算定される産業連関ベースでの商品別マージン率 と合致するように、購入者評価の

消費額 (推計されるマージン率の分母)を 求めている。 これが本稿での最終的な商品別マージン率 となるが、

それはマージン総額 (ほぼ卸売・小売業の国内生産額)に おいては」SNA(お よび基本表)へ と合致させてお り、

本稿は一国集計としての総額を検討するものではなく、商品別マージン率およびマージン価格の推移を考察す

るものであることに留意されたい。マージン額の一国集計値としては副業の評価など、別の課題が存在してい

ると考えられる。
31 マージン率の分母は産業連関表での販売額からマージン非対象取引を除いたものを適用している。そこで

1995年、2000年 、2005年 および20H年の産業連関表から、各年値をそれぞれ 2年間延長推計した産業向け (中

間消費および投資)、 家計向け、および輸出向けそれぞれの商品別販売額に、野村・宮川 (2017)で の商品別マー

ジン率を乗ずることによつて各時点の商品別マージン額を求めた。
32 ここでのマージン率は、(商品販売額一商品仕入額)/商品販売額、によって計算した商業統計ベースのマー

ジン率であり、商品販売額には小売マ~ジ ンや卸売業出荷後の運賃を含まない一方で、卸売業から卸売業への

販売分も含んでいる。これに対し産業連関表推計や代替推計におけるマージン率は、全ての運賃や商業マージ

ンを含んだ購入者価格評価の最終使用者への販売額を分母として定義されるものであるため、両者のマージン

率を比較することはできない。
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表 6:代替推計と現行推計の商品別マージン率比較

代替推計 現行推計 平均値 変動

差  係数差

(a―C)   (b― d)
り
"20022∞

72∝3τあ
値

20002∞52∝ l τ8値 鶴鷲ξ輸 靭5

卸売 (産業向け)

1.農林水産品
2.鉱物
3.食料品
4.繊維工業製品
5。 衣服・身廻品
6.紙 0紙製品
7.家具・木製品
8.化学製品
9.石油・石炭製品

10。 ゴム 0プラスチック製品
H.窯業・土石製品
12.鉄鋼
13.非鉄金属
14.金属製品
15。 一般機械
16。 電子部品
17.電気機械
18.輸送用機械
19.精密機械
20。 その他製品

。157

.079

。163

.257

.271

.184

.221

.149

。153

.123

.184

。111

.100

。184

.157

.145

。189

。152

.232

.176

。167

.082

.172

.277

.286

。167

.230

。234

.105

.253

.209

。123

.166

。192

.177

.229

。236

.190

.221

.193

。191

.082

.188

.322

.340

.218

.230

.234

.067

.190

.199

.112

.101

.199

。195

。146

.159

。214

.232

.143

。157

.094

.176

.286

。277

.166

.192

.225

。104

。141

.201

.080

.099

。151

.187

.165

。158

.167

.233

.154

。168

.084

。175

。285

。294

。184

.218

.210

.107

.177

.198

.106

。117

.181

.179

。171

.186

。181

.230

。166

.094

.076

.059

.095

。108

。134

.082

.195

.331

.331

.052

.174

.284

.117

.092

.230

。197

.149

.024

.134

。177

.056

.193

.220

.271

.165

。174

.174

.255

.201

.255

。105

.153

.122

.189

。161

,157

.223

.335

。156

。193

。060

。193

.226

.238

.174

.188

.185

。177

.189

。224

.142

.150

。128

.218

.245

。139

。197

.317

.157

。213

.055

.232

.218

.296

.233

.254

.194

.192

.237

.216

.156

。152

.159

。229

.218

.204

.189

.281

.152

。197

.028

。182

.273

.296

。233

.279

.200

.101

.235

。231

.147

.155

。142

.142

.107

.118

.092

.191

.156

。195

。050

.200

.234

。275

。201

.224

。188

.181

.215

.231

.138

.153

.138

.195

.183

.154

.175

。281

.155

.076

.301

.111

.110

.099

。183

.228

。060

.349

。112

.073

.164

.015

。118

.199

.337

.238

.328

.228

.014

‐.027

.034

‐.025

.051

.018

‐.018
‐.005

.022

….074
‐.038

-.033

-.031

‐.036

.044

-。016
-.011

.031

.006

-.051

.OH

.019

-.226

-.052

‐.015

.008

-.049

-。 147

.135

-.017

.219

‐.021

。OH
.268

-.001

-。 107

….106

-.041

。̈179
‐。204

.120
。165 。192 。174 。159 。173 .083 。178 。179 。197 .158 。178 。090 ‐.006 ―。007小売 (家計向け)

1.農林水産品
3.食料品
4.繊維工業製品
5。 衣服・身廻品
6.紙・紙製品
7.家具・木製品
8.化学製品
9.石油・石炭製品
10.ゴム・プラスチック製品
H.窯業・土石製品
13.非鉄金属
14.金属製品
15。 一般機械
16。 電子部品
17.電気機械
18.輸送用機械
19。 精密機械
20。 その他製品

.229

.215

。301

.224

.270

.281

.291

。198

.282

.325

.325

.263

.241

.210

.218

.135

.324

.286

。260

.243

.362

.342

.298

.303

.355

。178

.346

。369

.369

。291

.244

.243

.244

.158

。349

。315

.272

.254

.346

.329

。267

.297

.344

.142

.323

.340

.332

.262

.232

.234

.235

。161

.333

.311

.306

.301

.387

.393

.287

.325

.409

。139

.352

.356

.344

.308

.266

.267

.271

.207

.275

。355

.267

.253

.349

.322

.280

.302

.350

.164

.326

.347

.342

.281

.246

。238

.242

.165

。320

.317

。119

。141

.104

.221

。052
.061

.138

.172

.098

.054

.057

.080

.059

.098

.091

.183

.099

.090

.278

.234

.346

.366

。213

.365

。294

.205

。310

.214

.210

.297

.224

.268

.230

.207

.196

.332

。243

.214

.382

.363

.343

.420

。300

。191

.223

.279

。396

.323

.320

.347

.264

.221

.200

.351

。192

.187

.319

。374
.282

.338

。326

。181

.242

.245

.331

.274

.279

.220

.289

。287

.297

.388

。237

.257

.349

.428

.296

.476

.349

。235

.312

.322

.348

.300

.263

.329

.236

。277

.580

.421

。238

.223

.349

。383

.284

.400

.317

.203

.272

.265

.321

.298

.272

.291

.255

。248

.318

.373

.150

.134

.073

.080

.189

。153

.079

。115

.170

。175

.247

.067

.147

.200

.108

.161

.568

.107

.029

。030

.000

-.061

-.003

.̈098

.033

-.039

.054

。083

.021

‐。017
-。 026

.̈052

‐.013
‐.083

。002
-.056

―.031

。007

.030

.141

….137

-.092

.059

。057

.̈072

-。 120
‐。189

.013

‐。088

。̈102
-.016

.022

‐.469

-.017
合計 。225 。258 .251 .295 .257 .266 。258 .249 .288 .265 .063 ….008 .049

単位 :比率。※現行推計は各時点の産業連関表基本表、代替推計は野村 宮川 (2017)に より著者作成。

表 7:平成14年卸売業種別仕入額 0販売額 0マージン率

業種 商品仕入額
44,475,469

14,050,230

53,072,061

60,803,666

59,257,644

38,002,319

商品販売額
49,260,868

19,377,381

65,043,108

74,695,484

75,991,359

48,878,587

マ ー ジ ン率

9.7%
27.5%
18。 40/。

18.60/。

22。0%
22.3%
19。 1%

49。各種商品卸売業
50.繊維・衣服等卸売業
51。飲食料品卸売業
52。建築材料,鉱物金属材料等卸売業
53。機械器具卸売業
54。 その他の卸売業
卸売業合計 269.661 389 333 246 787
単位 :仕入額および販売額は100万 円。出典 :平成 14年 (2002年 )商業統計表より筆者作成。
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繊維原料を専門的に販売する事業所は 「50。 繊維・衣服等卸売業」に格付けられるが、表 7よ

りこの業種の商業統計ベースマージン率は27.5%と 2桁分類の中でも最高値にある。他方、マー

ジン率が最も低い業種は 「49。 各種商品卸売業」であり、10%を 下回る。他の 2桁分類は総 じて

20%程度であり、より詳細な 3桁分類でのマージン率 としても15%を下回る業種は存在 しておら

ず、各種商品卸売業のマージン率は突出して低いものである。なお各種商品卸売業 とは、日本標

準産業分類において『中分類51-繊維 0衣服等卸売業、52-飲食料品卸売業、53-建築材料、鉱

物・金属材料等卸売業、54-機械器具卸売業、55-そ の他の卸売業 (た だし、細分類5598-代理

商、仲立業を除 く)の うち複数の中分類にわたり、かつ、小分類 3項目以上にわたる商品の仕入

卸売を行 う事業所』
33と

して定義されており、いわゆる商社などが含まれている。

ここで、「49。 各種商品卸売業」に格付けられる事業所による繊維原料の販売額を示 したものが

表 8で ある。表の 2列 目は、各品目別の販売額を表 しており、カッコ内の数値は各種商品卸売業

の販売総額に占めるそれぞれの品目の割合である。この割合をみれば、最も大きな 「50141織物

卸売」でも販売総額の 1。 1%に過ぎず、各種商品卸売業の生産活動全体からみれば、繊維原料の

販売はきわめて小規模な活動である。これに対 し表の 3列 目は、品目としての繊維原料の販売総

額に占める「49。 各種商品卸売業」による販売額シェアを表 している。シェアとして最も小さな

「50141織物卸売」でも各種商品卸売業は15%の マーケットシェアを持ち、「501H生糸 0繭卸売」

では42%に ものぼつている。繊維原料の市場規模からみれば、各種商品卸売業の活動は大きなも

のであることを示 している。

品目名

501H生糸・繭卸売

50121化学繊維卸売

50129他の繊維原料卸売

45,401(0。 1%)

496,143(1.0%)
124,219(0。 3%)
148,563(0。 3%)

堂褒要最翼蒸黍|[±λ菅  魯忌]怒羅裕驚岳
割合)         売業シェア

42。0%
37。8%
36.4%
20。7%
14。5%

表8:平成14年各種商品卸売業による繊維原料の販売額

50131糸 卸売

50141織物卸売 540.147(1。 1%

単位 :販売額は100万 円。出典 :平成14年 (2002年 )商業統計表より筆者作成。

2005年 の現行推計では、業種別マージン率一定の仮定のもとで、業種別の販売額および仕入額

を商品ごとに分割 し、それを各商品について合計することによって商品別販売額および仕入額を

求め、そこから商品別マージン率が求められる。従つて、現行推計における商品別マージン率は、

当該商品を販売するさまざまな業種別マージン率の加重平均値である。繊維原料のケースでは、

繊維 0衣服等卸売業 と各種商品卸売業等の販売額をウェイ トとした業種別マージン率の加重平均

値であり、後者が一定の大きさを持っている以上、繊維原料め商品マージン率は小さく推計される。

各種商品卸売業 (商社など)での繊維原料のマージン率は、実際に商社としての平均値である

10%以下であるか、商業統計調査では商品別のマージン率を直接観察できないため検証は困難で

33「
日本標準産業分類 (平成25年 10月 改定)(平成26年 4月 1日 施行)一分類項目名、説明及び内容例示」より。
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ある。しかし表 8でみたように、商社にとって繊維原料の販売は全販売額の 1%程度あるいはそ

れ以下の小さなものであることから、もし商社が販売する繊維原料のマージン率が実際には繊維・

衣服等卸売業 と同程度の高い水準であっても、商社の販売する主要商品のマージン率が低ければ

その影響を大きく受けることは確かである。商社など鉱物資源関係のシェアの高まりを考慮すれ

ば、現行推計における業種マージン仮定は、商品としての繊維原料のマージン率を過小推計する

ものであっただろう。代替推計における商品マージン仮定ではそうした影響は軽微 となり、適切

な水準のマージン率が推計されていると解される。

また20H年表では基礎データが経済センサスに変更され、企業マージン仮定の適用 とともに、
品目別販売額 として各事業所の上位 10品 目のみが使用されている。これにより、特に多品目の販

売を行っている各種商品卸売業の企業では、繊維原料をはじめとする多 くの品目がデータから欠

落 していた可能性がある。そのため、20H年表では繊維原料全体の販売額に占める各種商品卸売
業のウェイ トが2005年表以前の推計に比較 して低下 し、結果 として商品別マージン率が繊維・衣
服等卸売業のマージン率に近い水準になっていたと考えられる。20H年表のマージン率が代替推
計結果の水準に接近 したことは、推計手法やデータの改善によるものではなく、問題の残る仮定
に加えて不十分なデータを使用 した結果、偶然得 られた結果に過ぎないと解するべきであろう

34。

その一方、経済センサスにおける上位 10品 目制約は、現行推計の2005年から20H年 にかけて不
自然な動きを生 じさせてぃる。統合20分類における表 6で は、 18。 輸送用機械において現行推計
では半減 している。その細部 として、二輪自動車・自転車のマージン率でみれば、代替推計にお
いて2007年 14%お よび2013年 17%で あるのに対 し、現行推計では22%か らわずか4%へ と大きく
落ち込んでいる。平成 14年商業統計表では、二輪自動車についてはその93%が 自動車卸売業によっ
て、自転車についてはその73%がその他の機械器具卸売業によって販売されているのに対 し、自
動車卸売業全体の販売額のうち二輪 自動車の販売額は2。 1%、 その他の機械器具卸売業のうち自
転車の販売額は1.6%と 微小である。20H年推計における上位 10品 目制約によって、マージン率
も急激に低下 したと解されるかもしれない。今後作成される2015年表においても、経済センサス
の調査項目は20H年時点 と基本的には同様であることから、こうした問題は継続する可能性があ
る。2015年表作成時の対処方法の検討に加え、2020年表以降では経済センサスにおいて各事業所
が販売する全品目についての調査が求められる。

5口 結び

本稿では、産業連関表基本表におけるマージン推計 (現行推計)に 内在する諸課題を考察 し、マー
ジン総額 とともに、商品別マージン率の精度改善の可能性を探ってきた。
マージン総額 (商業生産額)の検討によれば、現行推計は大幅に過小推計 (2005年 表では2。 5

-13。4兆円、20H年表では29。9-39。 5兆円)で ある可能性を示唆している。一国経済 としてみれば、

34 
実際に、 10品 目のみのデータを使用 したことによって、従来のデークに比較 してマIラ ン率あるいはマーチン額がどの程度の影響を受けたのかについては、公表されている商業統計や経済センサスの結果のみでは検証することができず、個票データを用いた実験・分析が必要 となる。
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現行の名目GDPが 2005年 で最大0.6%(3。 2兆円)、 20H年で最大2.1%(10。 5兆 円)ほ ど過小であ

ることを意味する。2005年表から2011年表における推計方法の変更により、成長率 としての影響

も大きい。現行推計における名目GDPの年平均成長率であるマイナス1.1%に対 し、本試算では

マイナス0.8%と なり、年率で0。 3ポ イントほどの過小推計であると評価される。平成24年経済セ

ンサス活動調査が実施されたことにより、副業の把握が可能 となるとともに延長推計の必要がな

くなったことは、20H年表における商業部門の推計精度を一定程度改善させている。 しかし同調

査における調査票未回収 0未記入の問題は、従来の商業統計調査を大きく上回る推計誤差をもた

らした可能性が大きい。

商品別マージン率の現行推計 と代替推計の比較では、第一に現行推計の 「業種 (企業)マ ージ

ン仮定」による間接推計法による推計バイアスの可能性について、第二に2011年推計における経

済センサスの10商品制約の問題について考察 した。前者は加工統計 としての推計上の改善によっ

て緩和できる問題であり、後者はマージン率を適切に推計するために一次統計に対 して要請され

る適切な調査票の設計を求めるものである。

商業部門の測定は、一次統計から加工統計まで、多段階的な複雑な推計プロセスを要する。ポ

イントバック制度や返品制度など、残された課題も多い。産業連関表基本表や 」SNAに おけるさ

らなる精度改善に向けては、不断の批判的検討を通じ、一次統計 として、また加工統計 としての

改善の方向を探索 し続けることが求められよう。本稿がその議論に向けた一試論 となれば幸いで

ある。

A口 補論

第 3節における推計バイアスの試算は、利用可能な資料に基づいた一定の仮定のもとでの算定

値である。ここでは要因ごとの仮定および推計方法の詳細を示す。

A口 1 統計調査による要因

A.1-1 調査票未回収

調査票未回収によるマージン額過小分は、 a.未回収事業所の特定 (事業所数 0従業者数規模・

業種 )、 b.未回収事業所における商品販売額の推計、 c.未回収事業所におけるマージン額の

推計の 3つ のプロセスから推計される。

2005年表では、商業統計調査が行われた平成14年および平成 19年の未回収事業所における商業

マージン額を推計 し、線形補間によって2005年分を求めた。未回収事業所数については、平成 19

年商業統計表に以下の情報が掲載されている。

表 9よ り、平成 19年の未回収事業所数は55,661で ある。 しかし、未回収が発生 した事業所の従

業者数規模については一切情報がないため、ここでは小規模事業所を中心に未回収が発生したも

のとし、最大ケースでは従業者数99人以下の事業所のみで未回収が発生、最小ケースでは従業者

数29人以下の事業所のみで未回収が発生 したと仮定 した。業種についても情報がないため、 2桁

業種別 (産業中分類、卸売 6業種 。小売 6業種)に従業者数数99人以下および29人以下の事業所
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表9:平成19年商業統計調査回収状況

調査対象事業所 調査回収数 回収率 (%) 集計事業所数  1 卸 0ガ 売ヽ事業所
1,550,196 1,494,535 96.4 19478,259 1,472,658

出典 :平成 19年 (2007年 )商業統計表 「利用上の注意」より。

数を求め、未回収事業所総数を業種間の事業所数比率で案分することによって、業種ごとの未回

収事業所数を特定 している (両ケースともに未回収事業所数は55,661に 一致させている)。 平成

14年 については回収状況が掲載されていないため、平成 19年の回収率96.4%を 平成 14年調査にも

適用 し、同様の方法によって未回収事業所を特定 している。平成 14年の未回収事業所数は63,483

とした。

これら未回収事業所に、両時点の業種別・従業者規模別の 1事業所あたり商品販売額を乗ずる

ことによって、未回収事業所における商品販売額を計算 した。ただしこの際に、産業連関表の商

業部門に含まれない 「再生資源卸売業」「調剤薬局」「菓子小売業 (製造小売)」
「パン小売業 (製

造小売)」
「料理品小売業」の販売額は除いている

35。

また、業種別の本支店間移動比率を用いて

本支店間移動分も除去している。ここで求められた 2時点の商品販売額に、各時点の 2桁業種別
マージン率を乗 じ、平成 14年および平成 19年のマージン額過小分を計算 した上で、その線形補完

値によって2005年表 としての推計結果 (2.1-3.0兆円)を求めている。

20H年表では、平成24年経済センサス活動調査の調査票回収状況 (調査計89%、 直轄調査
92%、 調査員調査88%)に基づき未回収事業所数を求めた

36。

しかし未回収事業所の従業者数規
模や業種に関する公開情報は見出せないため、調査員調査による未回収はすべて従業者数29人以
下の事業所で発生 し、直轄調査による未回収分はすべて従業者数30人以上の事業所で発生 したと

仮定 し、これを最大ケースとした。最小ケースでは、すべての未回収が従業者数29人以下で発生
したと仮定 した。業種については、後に示す 「1-2販売額未記入」分を推計する際に用いた 2
桁業種別・従業者規模別の未記入事業所数の比率を用いて、各ケースの未回収事業所数を案分 し、
業種別・規模別の未回収事業所数を推計 した。

これら未回収事業所に、業種別。従業者規模別の 1事業所あたり商品販売額を乗ずることによっ
て、未回収事業所における商品販売額を計算 した。この際には、2005年表のケースと同様に、「再
生資源卸売業」等の除去や本支店間移動比率を考慮 している。このように求められた商品販売額
に 2桁業種別マージン率を乗 じ、20H年のマージン額過小分 7。 1-12。3兆円を推計 している。

35 
本来は、製造小売のうち小売活動分は商業部門に含まれるが、製造活動と小売活動を分割することができな

いため、両者を全て除いて計算を行っている。従って、その分だけ最終的なマージン額過小分推計値は、本来
のマージン額過小分よりも小さなものとなる。なお、これら商業活動に含まれない部門の処理:~LIぶ来蔓唐

3∬確餃賣β鶴峯舅摯」ず F鐘璽嚢酬霧年≦FttF藝尋I,0平成Z喘済センサスー渤調査の実施状況及び次回調勧こ帥ナた検討の方向
糧ぜ嬰笹」電電鰐 ;rt書翼理填易年覇掌聾傷事詳≧γkatsuken/katSuken.htm)こ こでの回収率は全事業所透

釜呑ミ撃五,Fい
○大:き く乖離 しないと考えられることから、ここでの試算は全事業所を対象 とした回収率に
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A.1口2 販売額未記入

販売額未記入分についても A.1-1と 同様に、未記入事業所の特定、販売額不足分の推計、マー

ジン額不足分の推計、 というプロセスに沿って計算 している。2005年表では、表 9よ り、平成 19

年の未記入事業所数は16,276で ある。推計の前提 となる仮定は A.1-1と 同様に、最大ケースは従

業者数99人以下の事業所のみで未記入が発生、最小ケースは従業者数29人以下の事業所のみで未

記入が発生 したとしている。また業種別・規模別販売額やマージン額の推計方法も、前項 と同様

である。結果 としてマージン額過小分は0。 6-0。9兆円であつた。

平成24年経済センサス活動調査では、産業横断的集計の中で 「事業所数、従業者数」に関する

統計表 と、「売上 (収入)金額等」に関する統計表が区別 して公表されている。前者は、商品販

売額等を未記入であつた事業所を含んだ集計結果であり、商業事業所総数で1,405,021で あるのに

対 し、後者は未記入分を除いて集計 したものであり、事業所総数では1,159,050で あった。また、

産業別集計のうち 「卸売業、小売業に関する集計」の産業編第 4表 (細分類別・従業者規模別統

計表)では、事業所総数が1,049,870と されており、これは調査票裏面の詳細な品目別の販売額ま

で記入していた事業所数であると考えられる。20H年表の推計バイアス試算 として、本稿ではま

ず未記入分を含んだ 「事業所数、従業者数」に関する統計表 と、産業別集計の産業編第 4表 より、

2桁業種別・従業者規模別 (卸売10区分、小売 8区分)の事業所数を求め、両者の差によって販

売額未記入分の事業所を特定 した。この未記入分事業所数に、 2桁業種別・従業者規模別の 1事

業所あたり販売額を乗ずることによって、未記入分販売額 とした。結果 として未記入分販売額は、

151兆 円となる。ただしここで求められる販売額は、調査票裏面の詳細な品目別販売額を記入 し

ていない全ての事業所の販売額であるが、2011年産業連関表推計の基礎 となる販売額には、調査

票表面にある販売額のみを記入した事業所も含まれており、これについては未記入分から取 り除

く必要がある。産業連関表推計の基礎 となった商業部門の販売額については、産業横断的集計の

中の 「売上 (収入)金額等」に関する統計表 3-1よ り、副業を除 く商業事業所の商品販売額 と

して481兆円が得 られる。一方、産業編第 4表における商品販売額は451兆 円であり、この差額で

ある30兆円を上述の151兆 円から差 し引き、121兆 円を販売額未記入分の商品販売額 とした。これ

に 2桁業種別のマージン率を乗ずることによって、最終的な未記入分マージン額が推計される。

この際に、平成26年商業統計調査のマージン率を用いたものを最小ケース、平成19年 と平成26年

のマージン率を線形補完 して求めた20H年マージン率を用いたものを最大ケースとした。これは、

平成24年経済センサス活動調査の公表データから詳細な 2桁業種ごとのマージン率を把握するこ

とができず、商業全体で一律のマージン率 しか入手できないための措置である。結果 としてマー

ジン額過小分は22.5-24。4兆円であつた。

A.1-3 副業として行われる商業活動

2005年産業連関表では、サービス業以外が副業 として行 う商業活動を含めていないため、その

分マージン額は過小 となっている。しかし、副業に関する産業横断的な調査が行われたのは平成

24年経済センサス活動調査が初めてであり、それ以前は副業 としての生産額に関する情報がない。

そこで本稿では、平成24年経済センサス活動調査より得 られる商業事業所による本業 としての商
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業販売額 と他部門による副業 としての商業販売額の比率を、平成 14年 019年の商業事業所におけ

る商品販売額に乗 じ、両時点の副業 としての商品販売額を推計 した。この際に、最小ケースでは

産業大分類でいえば 「農業、林業」、「漁業」、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「製造業」に格付け

られた事業所が行った商業活動を副業分 とした。また最大ケースでは、これに加えて 「建設業」、
「電気・ガス・熱供給 0水道業」、「運輸業、郵便業」の企業が行った商業活動を副業分 とした

37。

このようにして求めた販売額に各時点のマージン率を乗ずることによってマージン額を計算 した

うえで、中間補完によって2005年 の副業 としてのマージン額を推計している。副業 としての商業

活動については、詳細な業種を知ることができないため、ここまでの推計はすべて卸売業と小売

業の 2区分について行なった。このようにして求められたマージン額過小分は、3。7-4.3兆円で

あった。

20H年表では、平成24年経済センサス活動調査によって副業が把握されており、商業部門の推
計においてもすべての副業が含まれているため、マージン額過小分は 0と している。

A.2 推計手法による要因

A32-1 延長推計による要因

2005年産業連関表では、第 2節で述べたように、平成 14年商業統計調査より得 られる商品販売
額およびマージン率を、商業動態統計および法人企業統計によって2005年 に延長 し、両者を乗ず
ることによってマージン額を推計 している。ここでも延長推計値 として同様の手法によってマー

ジン額を計算 した。ただし第 2節の推計は商業統計調査のデータそのものを延長 したものであっ
たのに対 し、ここでは以下の 2-2で示す製造業企業の卸売事業所分を全額控除する等、産業連
関表に概念を合わせるための調整を行っているため、両者の金額は異なっている。

この延長推計値がどの程度の推計バイアスを含んでいるかについては、2005年時点の真の値を
把握 し、両者の差分を求める必要がある。 しかしそれは不可知であり、本稿では延長推計値が真
値であリバイアスを含んでいない可能性を想定 して、最小ケースのマージン額過小分を 0と した。
最大ケースとしては、平成 14年 019年の 2桁業種別マージン額 (産業連関表に概念を合わせたも
の)を線形補完 して2005年値を求め、その値 と延長推計値の差分をマージン額過小分 とした。結
果 として最大ケースのマージン額推計バイアスは、4。5兆円過大 (表 5では-4。 5と 記載)で あった。
また、卸売マージンの推計バイアスは6.8兆円過大、小売マージンについては2.2兆円過小 となっ

37 これは、「建設業」、「電気 0ガ
否 :勢供給・水道業 |、

「運輸業、郵便業 |については、経済センサスにおい
て事業所における事業活動別売上金額が調査されていなかったためである。従って、これら企業が商業事業所
を保有していた場合には、そこでの商品販売額は既に産業連関表の商業部門推計に含まれていたと思われるが、
それを識別することは困難であるため本推計では全額を計上している。このような観点からみれば、最大ケー
スのマージン額過小分の4.3兆 円は、推計値 として過大であるかもしれない。その一方、2005年 表推計では、サー
ビス業基本調査において調査された商業活動のみが副業として把握されていたのに対し、本稿では上述の産業
部門以外が行う商業活動については全て2005年 表において把握されていたものとしてマージン額過小分を推計
した。これは、サービス業の中でもサービス業基本調査が対象としていたマージン額とそれ以外を厳密に識別
することができないための措置である。この点からいえば、最大ケースのマージン額推定値はむしろ過小であ
るかもしれない。ネットとしての検証は困難であるが、少なくともマージン額過小分が最小ケース3.7兆 円以
上であった可能性は高い。
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ており、両者が逆方向のバイアスをもっていたために商業全体のバイアスは小さくなっている。

20H年産業連関表は、同時点の経済センサス活動調査の結果に基づいて推計されており、延長

推計は行われていないためマージン額過小分は 0と した。

A.2-2 製造業の卸売事業所の控除

2。 4節で述べたように、産業連関表では、製造業企業の卸売事業所で発生するマージン額全体

を控除しているが、そこには本来商業活動 とみなされるべき他社製品の卸売 (転売)が含まれて

いる可能性があるため、マージン額はその分だけ過小になっている。

2005年表では、まず平成 14年商業統計調査における2桁業種ごとの 「製造業の卸売販売額」に

基づき商品販売額に占める製造業の卸売販売比率を求め、2005年値に合わせて延長推計された商

品販売額に乗ずることによつて、2005年表における製造業の卸売販売額の控除分を推定 した。こ

の金額は52兆円であつた。この中には、本来製造業に格付けられるべき製造卸活動 と、商業活動

に格付けられるべき他社製品の卸売活動が混在 していると考えられる。そこで最大ケースでは、

産業連関表において控除された製造業の卸売販売額の半分が商業活動であったと仮定 し、そこか

ら計算されたマージン額を過小分 としている。最小ケースでは、工業統計調査 (経済産業省)に

おける製造品出荷額 と転売収入より製造業事業所における商業活動の割合を求め、これを他社製

品の転売割合であるとみなしてマージン額の過小分を推計 している。ただし工業統計調査におい

て転売収入の調査が開始されたのは平成 19年であるため、平成19年調査の比率をそのまま使用 し

ている。結果 として推計されたマージン額過小分は、0.6-5.2兆 円であつた。

2011年表の推計における平成24年経済センサス活動調査では、 2桁業種ごとの 「製造業の卸売

販売額」のデータが公表されていない。そこで2005年表のケースと同じ方法で平成 19年 026年の

2時点の商業統計調査より求めた製造業の卸売販売比率を線形補間して20H年値を計算 し、これ

を商品販売額に乗ずることによって、20H年表における製造業の卸売販売額の控除分を推定した。

更に、2005年表のケースと同様に、製造業の卸売販売額の半額が商業活動であつたとして最大ケー

スのマージン額不足分を計算 した。また最小ケースについても同様に、工業統計調査における転

売収入比率を使用 してマージン額不足分を推計 している。結果 として推計されたマージン額過小

分は、0.3-2。 8兆円であつた。
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